
一時調達契約について

＜一時調達契約について（概要）＞
FIP電源のうち小規模事業者が外生的かつ予見困難な事情等によ
り取引先がなくなった場合、一時的な緊急避難措置として、送配電事
業者がFIT送配電買取と同様に買取するもの。
適用要件等は下表および下図を参照。

項目 方針

利用可能対象 1,000kW未満のFIP電源

利用可能な条件

発電契約者が、認定事業者の責めに帰することができない
事情に該当する場合
＜認定事業者の責めに帰することができない事情＞
• 破産
• 会派更生法等の破産に準ずる手続開始
• 事業の廃止または休止
• 需給料金の未払い等による不当な契約破棄
• 当該電気を特定の需要家に供給する契約を締結してい
る場合に当該需要家が、破産、事業廃止、契約破棄に
該当する場合

調達価格・利用
可能な期間

• 一時調達価格：FIP認定時基準価格の80%
• 利用可能な期間：連続最長12ヶ月

支援期間
終了時期

運転開始
当初から
の利用は
認められ
ない。

自動更新や延長
は認められない。
(空白期間を設け
た連続での一時
調達契約も不可)

利用条件に該当
する事象が新た
に発生した場合
は、数次的利用
が可能。

事業者から
の申請によ
り早期の契
約解除が可
能。

FIP制度による
支援期間終了
に併せて終了
（以降の契約
締結不可）。

FIP制度による支援期間

FIP制度による
支援期間終了
に併せて終了
（以降の契約
締結不可）。

：FIP買取、 ：一時調達契約買取【凡例】

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/fip.html
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